
船舶インシデント調査報告書 

令和５年１１月１５日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

インシデント種類 座洲 

発生日時 令和５年２月２日 １５時３０分ごろ 

発生場所 広島県尾道
おのみち

糸崎
いとざき

港（松永
まつなが

湾西部） 

尾道糸崎港戸崎
と さ き

北防波堤西灯台から真方位３１７°１,５８０ｍ付

近 

 （概位 北緯３４°２４.６′ 東経１３３°１４.１′） 

インシデントの概要  押船第二十五住
すみ

力
りき

丸は、はしけＳ－１８と押船列を構成して北進

中、浅瀬に座洲した。 

インシデント調査の経過 令和５年２月２０日、主管調査官（広島事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 押船 第二十五住力丸、６５トン 

   １３５２７５、有限会社住力商事 

Ｂ はしけ Ｓ－１８、約１,０５１トン 

   なし、有限会社住力商事 

 乗組員等に関する情報 船長、五級（航海）（履歴限定） 

 負傷者 なし 

 損傷 なし 

 気象・海象 

 

気象：天気 曇り、風向 南南東、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 低潮時、潮高 約１３８cm（尾道） 

 インシデントの経過 Ａ船は、船長ほか２人が乗り組み、船首を石材約５００ｍ３を積載

したＢ船の船尾部に嵌合して押船列（以下「Ａ船押船列」という。）

を構成して広島県江田島
え た じ ま

市江田島南部の石切場前の岸壁を出航し、尾

道糸崎港に向かった。 

本船は、尾道糸崎港に入港した後、尾道糸崎港尾道水道東第６灯浮

標（以下「本件灯浮標」という。）を航過したのちに目的の岸壁に向

けて右転するつもりで、尾道糸崎港第１航路を北西進した。 

船長は、本件灯浮標を航過したのちに右転すると、そこにいた作業

船に接近し過ぎるおそれがあったので、本件灯浮標の手前で右転し、

尾道糸崎港第１航路北方に拡延する干出浜の西側に沿う針路とした

後、Ａ船押船列は、約３ノットの対地速力で、手動操舵により北進

中、同干出浜西方の浅瀬（以下「本件浅瀬」という。）に座洲した。 

船長は、船体がゆっくり停止したので、Ａ船押船列が座洲したこと

を知った。 

Ａ船押船列は、潮位の上昇を待って自力で離洲した。 

船長は、本インシデント発生場所付近を船長として航行した経験が

３回あり、ＧＰＳプロッターにも表示されていたので、本件浅瀬があ



ることを知っていたが、低潮時以外に本件浅瀬の上を通航したことが

あり、前任の船長も本件浅瀬の上を何度か通航したことがあったの

で、低潮時でも本件浅瀬の上を通航できると思っていた。 

Ａ船の喫水は、船首不詳、船尾約３.３ｍであり、Ｂ船の喫水は、

船首約２.０ｍで、船尾約２.３ｍであった。 

分析 

  

Ａ船押船列は、尾道糸崎港内を北進中、船長が、低潮時でも本件浅

瀬の上を通航できると思い、本件浅瀬に向かって航行を続けたことか

ら、本件浅瀬に座洲したものと考えられる。 

原因 本インシデントは、Ａ船押船列が尾道糸崎港内を北進中、船長が、

低潮時でも本件浅瀬の上を通航できると思い、本件浅瀬に向かって航

行を続けたため、本件浅瀬に座洲したものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船長は、浅瀬のある海域を航行する場合、自船の喫水、水深及び

潮汐の関係を十分に調査すること。 

・船長は、座洲等の航行の安全に係る事故等の発生時には、速やか

に海上保安庁に通報すること。 

 


